
     千葉県立犢橋高等学校「ハラスメント根絶宣言」 

〇「スローガン」  『ふだんのくらしをしあわせに』 

～私たちは、ハラスメントを根絶します。 

具体策として、 

「こ」→根絶ハラスメントについて  

    「て」→手を取り合って協力する。 

     「は」→ハラスメントを     

「し」→しっかりと理解し、 

相談しやすい環境をつくります。 

 

〇「スクールハラスメントの定義」 

スクールハラスメントは、学校という教育現場で発生するハラスメント全般を指します。具

体的には、教職員間、教職員と児童生徒間、児童生徒間など、学校に関わる様々な関係性の中

で起こりうる嫌がらせやいじめ行為です。 

 

〇ハラスメント根絶に向けた犢橋高校の取組 

・ハラスメント根絶月間として毎年 1 月を強化月間として指定する。 

啓発活動 

 

 

（生徒向け） 

・お昼の放送を活用して、ハラスメントがあった時の相談窓口や相談方

法について情報を周知する。 

・ハラスメント根絶に向けて、生徒によるポスターを作成し、校内に掲

示をして周知を図る。 

（教員向け） 

・ハラスメントに関するミニ研修を職員会議時に実施する。 

相談窓口の設置 

 

 

（生徒向けのアンケート・相談） 

① セクハラ、体罰アンケートの実施（毎年 12 月）  

② 生徒から相談の申し出が教職員にあった時にセクハラ委員による 

相談の機会を設ける。 

③ セクハラ委員による生徒への面談。 

 


